
　

平
成
24
年
３
月
市
議
会
定
例
会
で
の
審

議
、
議
決
を
経
て
、
次
の
と
お
り
施
設
な

ど
を
管
理
・
運
営
す
る
指
定
管
理
者
を
指

定
し
ま
し
た
。

■
公
募
に
よ
り
指
名
し
た
施
設

▼
施
設
名
＝
田
原
市
セ
ン
ト
フ
ァ
ー
レ
駐

車
場　

▼
指
定
管
理
者
＝
株
式
会
社
あ
つ

ま
る
タ
ウ
ン
田
原　

▼
指
定
期
間
＝
平
成

24
年
４
月
１
日
〜
平
成
29
年
３
月
31
日

（
５
年
間
）　

▼
担
当
課
＝
街
づ
く
り
推
進

課
（
☎
23
局
３
５
３
５
）

▼
財
政
課

☎
23
局
３
５
９
１　

23
局
０
１
８
０

　

施
設
入
所
中
以
外
の
、
要
介
護
１
以
上

の
方
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
な

ど
を
対
象
に
、
介
護
に
必
要
な
消
耗
品
を

購
入
で
き
る
補
助
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
田
原
市
に
住
所
が
あ
り
、
要
介

護
１
以
上
の
方
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

方
な
ど
（
た
だ
し
、
要
介
護
１
・
２
の
場

合
は
、
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方
①
医
師

の
診
断
に
よ
り
失
禁
が
認
め
ら
れ
る
方
②

申
請
時
、市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

▼
交
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除

く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時　

▼
交

付
場
所
＝【
田
原
地
域
の
方
】福
祉
課（
市

役
所
北
庁
舎
１
階
）【
赤
羽
根
地
域
の
方
】

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー【
渥
美
地
域
の
方
】

渥
美
支
所　

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝

有
効
期
限
内
の
介
護
保
険
証
、
印
鑑
（
認

印
で
可
）

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23
局
４
６
５
４　

23
局
３
５
４
５

　

該
当
す
る
方

に
引
換
券
を
郵

送
し
ま
し
た
。

タ
ク
シ
ー
券
・

回
数
券
の
交
付

を
希
望
す
る
方

は
署
名
の
う
え
、

引
換
券
に
記
載
さ
れ
た
窓
口
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

▼
該
当
者
＝
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
①
昭
和
18
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
②
１
・
２
級
の
下
肢
・
体
幹
・

視
覚
障
害
者
、
１
級
の
内
部
障
害
者
③
Ａ

判
定
の
知
的
障
害
者
④
１
・
２
級
の
精
神

障
害
者

※
詳
し
く
は
引
換
券
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23
局
４
６
５
４　

23
局
３
５
４
５

　

下
水
道
を
使
え
る
区
域
が
次
の
と
お
り

拡
大
し
ま
し
た
。
今
回
、
新
た
に
使
え
る

よ
う
に
な
っ
た
方
や
、
す
で
に
使
え
る
区

域
で
ま
だ
接
続
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

快
適
な
生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
接
続

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
は
市
指
定
の
排
水
設

備
指
定
工
事
店
が
行
い
ま
す
の
で
、
直
接

工
事
店
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
拡
大
区
域
＝
豊
島
地
区
の
一
部
（
公
共

下
水
道
）、
保
美
・
中
山
地
区
の
一
部
（
公

共
下
水
道
）　

▼
供
用
開
始
日
＝
３
月
31

日
（
土
）　

▼
そ
の
他
＝
対
象
世
帯
に
は

通
知
ま
た
は
回
覧
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
が
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
書
で
納
め
る

場
合
、
４
月
〜
翌
年

３
月
分
の
保
険
料
を

ま
と
め
て
払
う
と
割
引
に
な
る
「
前
納

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
１
年
分
の
保
険

料
は
毎
月
納
め
る
と
17
万
９
７
６
０
円

（
１
万
４
９
８
０
円
／
月
）
で
す
が
、
１

年
前
納
を
行
う
と
17
万
６
５
７
０
円
で

３
１
９
０
円
の
割
引
と
な
り
ま
す
。

　

お
得
で
納
め
忘
れ
も
防
げ
る
こ
の
制
度

を
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
納
用
の
納
付
書
は
４
月
中
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
る
毎
月
の

納
付
書
に
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
５

月
１
日
（
火
）
の
納
付
期
限
ま
で
に
、
金

融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

に
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
４
月
に
国
民
年
金
の
加
入
届
出

を
さ
れ
た
方
が
前
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
届
出
さ
れ
た
窓
口
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

▼
豊
橋
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎（
０
５
３
２
）33
局
４
１
１
８

　
（
０
５
３
２
）33
局
３
４
１
１

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

指
定
管
理
者
を
指
定

下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

家
族
介
護
用
品

購
入
補
助
券
を
交
付

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
・

福
祉
回
数
券
を
交
付

国
民
年
金
保
険
料
は

前
納
が
お
得
で
す
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